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評価項目提案書（工程計画）
	既存建築物解体撤去工事、事業計画に基づく開発行為の着手が１年以内とされていますが、物件引渡し日から、解体、設計、施工等、供用開始までの工夫が凝らされた実現性ある工程計画について説明してください。
なお、提案にあたっては下記の観点に留意してください。
○物件引渡し日から起算して１年以内に、当跡地に存する既存建築物等の解体撤去工事に着手すること。事業計画に基づく開発行為も同様とすること【実施要項３（３）①】
○物件引渡し日から１０年間は、原則として事業計画を変更しないこと【実施要項３（３）⑦】
○電気、通信、ガス及び上下水道の整備については、開発の際に各管理者と協議のうえ整備を進めることとし、これにかかる費用は買受者の負担とすること。【実施要項１０（２）⑥】
○提案内容に応じて関連する関係法令、条例、規則及び要項等を遵守するとともに、各種基準、指針等についても提案計画の目的と照らし合わせて適宜参考とすることとし、その他、上下水道等の供給処理施設の状況、開発行為・建築物の建築等に関する規則などの計画策定に必要な事項及び現地の状況等については、提案者の負担において関係機関に確認すること【実施要項１０（２）⑦】
○開発行為の工事実施に際しては、周辺環境に与える影響が最小限となるよう配慮すること【実施要項１０（２）⑧】
○都市計画法（昭和43年法律第100号）、都市計画法施行令（昭和44年政令第158号）、都市計画法施行規則（昭和44年建設省令第49号）、新潟市開発指導要綱（平成9年新潟市告示第33号）、新潟市開発行為技術基準、その他関係法令（大規模小売店舗立地法、景観法、建築基準法、消防法、新潟県福祉の街づくり条例、新潟市屋外広告物条例など）に準拠した計画とすること【実施要項１０（２）⑨】

	＜提案＞

	工程計画のＰＲポイントについて簡潔に記載してください



※記入欄が足りない場合は、記入欄を増やすか本書を複写してください。
※図表・パース等の挿入は任意とします。
※Ａ３横での使用とし、本文フォントサイズは１１ポイント以上とする。
※２枚以内に提案をまとめること。
